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 日時：令和２年 12 月 23 日（水）14:00～15:30 
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第 79回国民スポーツ大会 記録業務基本計画（案） 

 
第 79 回国民スポーツ大会の記録業務は、「第 79 回国民スポーツ大会記録業務基本方針」

に基づき、第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備（実

行）委員会（以下「県委員会」という。）、会場地市町準備（実行）委員会（以下「会場地委

員会」という。）および関係競技団体が連携して円滑に業務を推進できるよう、この基本計

画により実施する。 

 

１ 対象競技 

第 79 回国民スポーツ大会における正式競技および特別競技とする。 

 

２ 記録本部 

  県委員会および会場地委員会は、競技成績等記録業務の円滑な推進を図るため、それぞ

れ記録本部を設置する。 

（１）競技会場記録本部 

会場地委員会および関係競技団体は、実施競技に関する競技成績等記録を処理お

よび発表し、県委員会へ送信するための競技会場記録本部を設置する。また、複数

の会場で実施される競技については、競技記録集約会場を決定する。 

（２）県記録本部 

県委員会は、全競技の実施状況、競技記録等を処理および発表し、都道府県総合

成績を算出するため、県記録本部を設置する。 

 

３ 業務内容 

（１）競技会場記録本部 

①  競技記録等の決定 

競技会場記録本部は、競技の実施状況を把握し、競技記録等を取りまとめるとと

もに、競技別総合成績を決定する。 

②  県記録本部への送信 

競技会場記録本部は、競技記録等および競技別総合成績を県記録本部へ送信する。 

③  競技会場における競技記録等の発表 

競技会場記録本部は、競技記録等および競技別総合成績を競技会場において発表

する。 

④  競技記録集約会場 

集約会場に決定された競技会場記録本部は、その他の競技会場の競技記録等およ

び競技別総合成績を取りまとめ、県記録本部へ送信するとともに発表する。 

（２）県記録本部 

① 競技記録等の収集 

県記録本部は、全競技の競技記録等および競技別総合成績を競技会場記録本部ま

【審議事項（１）】 



たは競技記録集約会場から収集する 

② 競技記録等の発表 

県記録本部は、全競技の競技記録等および競技別総合成績を発表するとともに、記

録・成績等に関する照会に対応する。 

③ 都道府県総合成績の算出・発表 

県記録本部は、収集した競技記録等および競技別総合成績から、都道府県総合成績

を算出し、発表する。 

 

４ 記録システム 

県委員会は、競技記録等および競技別総合成績の収集、都道府県総合成績の算出、発表

を正確かつ迅速に処理するため、次により記録処理システムを構築する。 

（１）競技記録等および競技別総合成績を競技会場記録本部または競技記録集約会場から

県記録本部へ速やかに送信できるシステム 

（２）競技記録等および競技別総合成績から、速やかに都道府県総合成績を算出できるシ

ステム 

（３）競技記録等および競技別総合成績ならびに都道府県総合成績を速報できるシステム 

 

５ その他 

（１）公開競技の記録業務 

競技記録等は、中央競技団体が県委員会へ報告する。 

（２）デモンストレーションスポーツの記録業務 

競技記録等は、会場地委員会が県委員会へ報告する。 

（３）この計画に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 



記録業務について 

（１）記録業務とは 

「国民体育大会開催基準要項」、「同細則」および「国民体育大会記録情報処理要項」に基づき、国民

体育大会で実施する各競技の競技記録や競技運営に関する情報（以下「競技記録等」という。）を収集・

速報するとともに、総合成績を算出する業務をいう。 

 

（２）主な業務内容 

・記録本部の設置 ・記録情報の収集 ・記録情報の発表 ・総合成績の算出、帳票作成  

・成果物（日ス協へ提出） ・大会終了後の記録の公開等 

 

（３）記録業務の流れ（先催県参考資料） 

※１ 競 技 記 録 等 競技記録及び競技運営に関する情報 

○競技記録・・・競技結果、スタートリスト、トーナメント表 

○定期連絡・・・競技の開始、競技の終了 

○緊急連絡・・・競技の遅延・中断・再開・中止、スケジュール変更、

プログラム訂正、競技記録の訂正、新（タイ）記録 

※２ そ の 他 会 場 複数会場で実施される競技のうち、競技記録集約会場以外の会場 

※３ 競技記録集約会場 単独会場で実施される競技会場、または複数会場で実施される競技の競

技会場の中から、会場地市町と競技団体が協議して選定した会場 

※４ 県 記 録 本 部 国民体育大会開催基準要項第３６項に基づき、競技記録等を記録し、円

滑に発表するため県実行委員会が設置する記録本部 

※５ 県 送 信 員 競技記録集約会場から県記録本部へ競技記録、総合成績等の帳票送受信

業務を行うため県から派遣する専門員 

【参考資料（１）‐１】 

「競技記録等」とは… 

①競技成績（競技結果、トーナメント表、得点等）、②定期連絡事項（競技開始連絡、競技終了連絡）、

③緊急連絡事項（プログラム訂正、記録訂正、新記録、競技の中断・再開・中止、日程変更等） 

  

送信 集約 帳票回付 算定

算出 送信

照合

＜確認＞ ＜決定署名＞

照合
総合成績計算委員長

※中央競技団体

会場地市町村実行委員会 県実行委員会

【県送信員】※５

競技記録等

競技会場記録本部

競技記録システム

県記録本部 ※４

競技記録等

競技記録等

総合成績

総合成績

総合成績

速報（掲示・配布)

競技会場Ｂ
【その他会場】※２

速報（掲示・配布)

総合閉会式

プレスセンター

ホームページ

競技会場Ａ

【競技記録集約会場】※３



「いきいき茨城ゆめ国体」における記録業務諸室の様子 
★各競技会場における記録本部の様子 
・机、椅子、ホワイトボード、パソコン、プリンター、コピー機、FAX機、電話等を設置 
・記録本部の広さとしては、8人程度が入れるスペースで対応している。 
（競技によって差あり） 

 
★競技状況の確認 
・ホワイトボード等を用いて、競技の進行状況等を共通理解している。 
・記録用紙については、各競技・種別・試合順等に仕分けして棚に収納している。 
・コピー機で、結果用紙の増刷り等に活用している。 

 

【参考資料（１）‐２】 



年度 日本スポーツ協会 県 会場地市町 県競技団体

※このスケジュールは、必要に応じて改訂する。

2025
（開催年）

記録業務の流れ

2020
（5年前）

2021
（4年前）

2022
（3年前）

2023
（2年前）

2024
（1年前）

記録業務基本方針の策定

記録業務基本計画の策定

県記録本部設置場所の検討

三重国体実務研修（9月～10月） 三重国体視察

・先催市町の記録業務の状況把握

・競技記録本部設置場所の検討

競技運営担当者会議

○競技記録業務の概要説明

鹿児島国体実務研修（9月～10月）

競技会場記録本部設置場所の検討

鹿児島国体視察

国スポ記録システム

参入業者募集

国スポ記録システム

参入業者決定

（3月末）

競技運営専門委員会

○県記録本部設置場所の選定

○県記録本部設置要綱の策定

国スポ記録システム

参入業者指定

（4月）

国スポ記録システム

指定業者との協議
競技会場記録本部設置場所の選定

県記録本部設営設計委託

・競技記録責任者・担当者の選任

・総合成績責任者・担当者の選任

第1回 記録業務説明会（7月）

佐賀国スポ実務研修（9月～10月） 佐賀国スポ視察

記録業務に関する担当者ヒアリング

国スポ記録システム

委託業者決定・契約

県記録本部員

選任

競技記録担当者および総合成績担当者

名簿作成

県記録本部設営委託

競技会場記録本部の現地調査

第2回 記録業務説明会（7月）

県記録本部員研修会 競技会場記録本部員研修会

県記録本部の設置 競技会場記録本部の設置

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ （第79回国民スポーツ大会）

栃木国体実務研修（9月～10月） 栃木国体視察

・先催市町の記録業務の状況把握

・競技記録本部設置場所の検討

【参考資料（１）‐３】



 

 

 

第 79 回国民スポーツ大会 記録業務基本方針 
 
第 79 回国民スポーツ大会における競技成績等記録の収集、速報および総合成

績の算出に関する業務（以下「記録業務」という。）は、公益財団法人日本スポ

ーツ協会の定める「国民体育大会開催基準要項」、「同細則」および「国民体育

大会記録情報処理要項」に基づき行うほか、次の基本方針により実施する。 

  

１ 記録業務の推進 

  滋賀県準備（実行）委員会（以下「県委員会」という。）、会場地市町準備

（実行）委員会（以下「会場地委員会」という。）および関係競技団体は、記

録業務を分担し、相互に連携を図りながら、正確かつ迅速に記録業務を推進

する。 

 

２ 記録本部の設置 

  県委員会および会場地委員会は、記録業務を円滑に推進するため、それぞ

れ記録本部を設置する。 
 

３ 記録システムの使用 

  県委員会は、記録業務を効率的に実施するため、競技成績等記録を正確か

つ迅速に処理することのできる記録システムを使用する。 
 
４ その他 

  その方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

令和２年（2020 年）７月１日 

第 ８ 回 常 任 委 員 会 決 定 

【参考資料（１）‐４】 



第 79回国民スポーツ大会競技別リハーサル大会開催基準要項（改正案） 

 
１ 趣旨 

この要項は、「第 79 回国民スポーツ大会競技運営基本方針」に基づき、第 79 回国民スポ

ーツ大会（以下「国スポ」という。）における各競技会の円滑な運営に資するために、会場

地市町と関係競技団体が実施する競技別リハーサル大会（以下「大会」という。）に関して

基本的な事項を定める。 

 

２ 目的 

 大会の目的は、次のとおりとする。 

（１）会場地市町および関係競技団体の競技会運営能力の向上を図り、国スポの円滑な開

催に資する。 

（２）県民の国スポおよび競技に対する関心を高め、理解を深めるとともに、国スポ開催

の機運醸成を図る。 

 

３ 開催期間および回数 

 大会は、会場地市町と関係競技団体が協議の上、各会場地において原則として令和６年度

から国スポ開催時までの間に、１競技につき１回実施できるものとする。なお、これによら

ない場合は、滋賀県準備（実行）委員会（以下「県委員会」という。）と別途協議するもの

とする。 

 

 

４ 大会の開催 

大会は、会場地市町と関係競技団体が協力して開催するものとし、分散開催の競技につ

いては、複数の会場地市町により共同で実施することができるものとする。 

 

５ 大会の規模 

 大会は、原則として参加者数および競技役員数が国スポの規模を上回らないものとし、近

畿地区大会の活用等に努めるものとする。なお、これによらない場合は、県委員会と別途協

議するものとする。 

 

６ 大会の運営 

 （１）大会は、国スポにおける各競技会に準じて運営する。なお、複数会場市町で共同開

催する場合は、会場地市町間で業務分担等について綿密な調整を図るものとする。 

 （２）大会に使用する施設は、原則として国スポで使用する施設とする。 

 （３）大会は、会場地市町および関係競技団体の実情に応じたものとし、双方が協力して

創意工夫することにより、簡素で効率的な運営に努める。 

 

【審議事項（２）】 



 

７ 大会の経費 

 （１）大会の経費は、会場地市町および関係競技団体が負担するものとする。 

 （２）大会は、華美、過大にならないよう留意し、その経費については、大会の目的が達

成できる必要最小限にとどめるものとする。 

 

８ 開催の手続き 

 大会を開催する会場地市町は、関係競技団体と協議の上、大会開催申請書を県委員会に提

出し、承認を求めるものとする。なお、提出する申請書および提出時期については別に定め

る。 

 

９ その他 

 この要項に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。 



年度 県 会場地市町 県競技団体

2020
（5年前）

2021
（4年前）

2022
（3年前）

2023
（2年前）

2024
（1年前）

2025
（開催年）

※このスケジュールは、必要に応じて改訂する。

競技別リハーサル大会開催業務の流れ

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ （第79回国民スポーツ大会）

リハーサル大会開催基準要項の策定

開催意向（第1次）調査
開催意向検討・回答

（候補競技会の検討）

候補競技会（素案）作成

ヒアリング・調整 （必要に応じて）

協議

協議

検討・回答【経費調査】（実施計画・見込み経費等）

開催意向確認・回答【意向調査】（候補競技会の確認） 協議

候補競技会実施計画・所要見込み経費等ヒアリング・素案の加筆修正

リハーサル大会候補競技会案内定

自衛隊協力要請希望調査
検討・回答

協議

業務推進計画・各種計画の作成

協議

「リハーサル大会開催申請書」提出

競技運営専門委員会（6月頃）
○リハーサル大会認定

開催承認通知交付 開催承認通知受理

・リハーサル大会実施要項原案の作成

・競技運営計画の作成

・大会役員等 ・競技役員 ・競技補助員の編成、協力依頼

「リハーサル大会の手引」作成・配付

「リハーサル大会実施要項等」の作成依頼

自衛隊協力依頼 ※必要に応じて

リハ大会開催経費（最終）調査見直し・修正 リハ大会経費積算 協議

自衛隊協力協定締結、覚書交換

（※必要に応じて）

補助金交付要綱の作成 事業計画書、大会収支予算書、リハーサル大会実施要項作成協議

大会実施本部設置

役員・係員必携作成、賞状等の準備

役員委嘱、大会実施要項、参加申込、宿泊申込書の印刷・発送

参加申込書、宿泊申込受理

輸送・配宿決定
協議

大会プログラムの作成

監督・審判・大会役員会議

競技別リハーサル大会の開催

反省会開催・反省録作成

礼状の作成・発送

反省録受理

リハ大会開催経費（最終）調査
検討・回答

（実施計画・見込み経費等） 協議

候補競技会実施計画・所要見込み経費等ヒアリング

競技運営専門委員会【審議】

○リハーサル大会候補競技会案

自衛隊協力要請計画調査 検討・回答（要請計画作成） 協議

業務推進計画・各種計画の作成 協議

リハ大会開催経費（第1次）調査

リハ大会開催意向（第2次）調査

「リハーサル大会運営要領」の作成

候補競技会（案）作成

競技運営専門委員会【審議】

○リハーサル大会運営要領の策定

（各種計画内容）

広報・配宿・輸送交通

【参考資料（２）‐１】



開始日 終了日

1 宇 都 宮 市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

第94回関東陸上競技選手権大会 2021/8/20 2021/8/22

競　泳 第４回[2021年度]日本社会人選手権水泳競技大会 2021/11/6 2021/11/7

飛　込 実施しない

アーティスティック
スイミング 第76回国民体育大会　関東ブロック大会

水　球 小 山 市 栃木県立温水プール館 未定

オープンウォーター
スイミング 市 貝 町

塩田調整池特設
オープンウォータースイミング競技場

未定

宇 都 宮 市
栃木県グリーンスタジアム
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場

さ く ら 市 さくら市総合公園さくらスタジアム

真 岡 市
真岡市総合運動公園陸上競技場
真岡市総合運動公園運動広場１

下 野 市 下野市大松山運動公園陸上競技場

益 子 町 益子町南運動公園陸上競技場

矢 板 市
矢板運動公園陸上競技場
矢板運動公園サッカー場

那須塩原市 那須塩原市青木サッカー場グラウンドB

4 宇 都 宮 市 栃木県総合運動公園テニスコート 第45回全日本都市対抗テニス大会 2021/7/15 2021/7/18

5 栃 木 市 谷中湖特設ボートコース 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/7/10 2021/7/11

6 日 光 市
今市青少年スポーツセンター
人工芝競技場
日光市ホッケー場

2021年度全日本社会人ホッケー選手権大会 2021/9/18 2021/9/22

7 日 光 市 日光市大沢体育館

令和3年度
第73回全日本社会人ボクシング選手権大会
令和3年度
第20回全日本女子ボクシング選手権大会

2021/10/27 2021/10/31

宇 都 宮 市 宇都宮市体育館

佐 野 市 佐野市アリーナたぬま

鹿 沼 市 TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）

ビーチバレーボール 足 利 市 足利市特設ビーチバレーボール会場 第４回関東ブロックジュニアビーチバレーボール大会 2021/8/28 2021/8/29

体操競技 宇 都 宮 市 栃木県総合運動公園メインアリーナ 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/7/17 2021/7/18

新体操 小 山 市 栃木県立県南体育館 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/7/16 2021/7/17

トランポリン 茂 木 町 茂木町民体育館 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/7/18 2021/7/19

10 宇 都 宮 市 栃木県総合運動公園メインアリーナ 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/8/21 2021/8/22

11 足 利 市 足利市民体育館
第47回内閣総理大臣杯
令和３年度全日本大学レスリング選手権大会

2021/11/13 2021/11/14

12
千 葉 県
千 葉 市

千葉市稲毛ヨットハーバー

高松宮妃記念杯
第67回全日本実業団ヨット選手権大会
第23回全日本セーリングスピリッツ級選手権大会
2021年全日本セーリング選手権大会

2021/9/10 2021/9/12

13 小 山 市 小山市立体育館

内閣総理大臣杯
第58回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会
レディースカップ
第13回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会

2021/11/19 2021/11/23

栃 木 市

マルワ・アリーナとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）
学校法人國學院大學栃木学園第二体育館
日立栃木体育館

下 野 市 下野市石橋体育センター

野 木 町 野木町立野木中学校体育館

トラック・レース 宇 都 宮 市 宇都宮競輪場 2021/9/3 2021/9/4

ロード・レース 那 須 町 那須町特設ロードレースコース

16 那須塩原市 那須塩原市くろいそ運動場テニスコート
男子第66回女子第65回
全日本実業団ソフトテニス選手権大会

2021/7/22 2021/7/25

17 鹿 沼 市 TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 2021年全日本卓球選手権大会（団体の部） 2021/10/15 2021/10/17

　　いちご一会とちぎ国体　競技別リハーサル大会　【競技別】

2

栃木県総合運動公園屋内水泳場宇 都 宮 市

体　操

8

9

14 ハンドボール 未定

未定

未定

第56回　全国都道府県対抗自転車競技大会
2021/9/5

ソフトテニス

卓　球

バスケットボール

レスリング

セーリング

ウエイトリフティング

15 自転車

2021/8/22

未定

ボクシング

バレーボール
６人制 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/8/21

テニス

ボート

ホッケー

3 サッカー 第57回全国社会人サッカー選手権大会 2021/10/9 2021/10/13

陸上競技

水　泳 2021/5/30

№ 競技・種目名 市町村名 競技会場名（本大会） 大会名
実施予定日

【参考資料（２）‐２】



開始日 終了日

　　いちご一会とちぎ国体　競技別リハーサル大会　【競技別】

№ 競技・種目名 市町村名 競技会場名（本大会） 大会名
実施予定日

【参考資料（２）‐２】

宇 都 宮 市
栃木県総合運動公園硬式野球場
宇都宮清原球場

日 光 市 日光市日光運動公園野球場

小 山 市 小山運動公園野球場

矢 板 市 矢板運動公園野球場

益 子 町 益子町北公園野球場

19 大 田 原 市 栃木県立県北体育館 第60回全国教職員相撲選手権大会

20 那須塩原市 地方競馬教養センター いちご一会とちぎ国体馬術競技リハーサル大会 2022/6/4 2022/6/5

21 上 三 川 町 上三川町体育センター 第74回全日本フェンシング選手権大会（団体戦） 2021/12/17 2021/12/19

22 宇 都 宮 市 栃木県総合運動公園武道館 第76回国民体育大会　関東ブロック大会

大 田 原 市
黒羽運動公園多目的運動場
美原公園野球場
美原公園第２球場

第73回全日本総合女子ソフトボール選手権大会 2021/9/18 2021/9/20

足 利 市
足利市総合運動公園硬式野球場
足利市総合運動公園軟式野球場

第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/6/26 2021/6/28

24 大 田 原 市 栃木県立県北体育館 バドミントンＳ/ＪリーグⅡ2021大田原大会 2021/11/19 2021/11/21

25 宇 都 宮 市 栃木県総合運動公園武道館 第68回全日本勤労者弓道選手権大会 2021/6/4 2021/6/6

50m、10m
BR･BP

栃木県ライフル射撃場
栃木県総合教育センター体育館

令和３年度
全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会

2021/9/18 2021/9/20

25m 栃木県警察学校射撃場
令和３年度
全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会

2021/9/18 2021/9/19

27 宇 都 宮 市 栃木県総合運動公園武道館 第76回国民体育大会　関東ブロック大会

28 佐 野 市
（仮称）佐野市運動公園運動広場
佐野市運動公園陸上競技場
佐野市運動公園多目的球技場

第76回国民体育大会　関東ブロック大会 2021/8/27 2021/8/29

リード

ボルダリング

スプリント 栃 木 市 谷中湖特設カヌー競技場
第76回国民体育大会　関東ブロック大会
2021年関東カヌースプリント選手権大会

スラローム
ﾜｲﾙドｳｫｰﾀｰ 塩 谷 町 鬼怒川特設カヌー競技場

第76回国民体育大会　関東ブロック大会
2021年
関東カヌースラローム・ワイルドウォーター選手権大会
兼  第77回国民体育大会カヌー競技リハーサル大会
（スラローム・ワイルドウォーター）

2021/6/5 2021/6/6

31 那須烏山市 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 第28回インターハイ記念大会 2021/7/10 2021/7/11

32 小 山 市 栃木県立県南体育館
第76回国民体育大会　関東ブロック大会
兼第52回関東空手道選手権大会

2021/8/21 2021/8/22

33 壬 生 町 栃木県立壬生高等学校体育館 いちご一会とちぎ国体銃剣道競技リハーサル大会

34 栃 木 市
学校法人國學院大學栃木学園
四十周年記念館

第62回都道府県対抗なぎなた大会 2021/5/22 2021/5/23

35 足 利 市 足利スターレーン
内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
第50回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会

2021/11/20 2021/11/23

36 那須塩原市 塩原カントリークラブ 第17回栃木県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会

37 那須塩原市 戸田調整池周辺特設コース いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技リハーサル大会

硬　式 宇 都 宮 市 宇都宮清原球場 令和4年度（第74回）春季関東地区高等学校野球大会

軟　式 宇 都 宮 市 栃木県総合運動公園硬式野球場 令和3年度　第69回春季関東地区高等学校軟式野球大会 2021/5/28 2021/6/2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　

23 ソフトボール

30

高等学校野球38

26

2022/6/1229
スポーツ
クライミング

壬 生 町 壬生町総合運動場特設会場 第９回日本学生スポーツクライミング対校選手権大会 2022/6/10

トライアスロン 2021/9/12

2022/5予定

銃剣道 2021/8/22

アーチェリー

空手道

なぎなた

ボウリング

ゴルフ 2021/7/8

ライフル射撃 宇 都 宮 市

剣　道 2021/6/20

ラグビーフットボール

カヌー

2021/7/4

フェンシング

柔　道 2021/6/27

バドミントン

弓　道

相　撲 2021/8/22

馬　術

18 軟式野球 第29回東日本軟式野球選手権大会 2021/11/6 2021/11/9



 

 

 

関連方針等の改正 
 

 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会の競技運営

にかかる関連方針を次のとおり改正する。 

 

１ 改正の内容 

  別紙のとおり 

 

２ 改正の理由 

  令和２年10月８日（木）開催の公益財団法人日本スポーツ協会の臨時理事会において、第

79回国民スポーツ大会の開催年が「令和６年（2024年）」から、「令和７年（2025年）」に

変更されたことに伴い、必要な方針等の整理を行うため。 

 

３ 施行日 

  令和３年３月22日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審議事項（３）】 



改正前 改正後

題名（略） 題名（略）

前文（略） 前文（略）

１　養成対象（略） １　養成対象（略）

２　業務分担（略） ２　業務分担（略）

３　養成方法（略） ３　養成方法（略）

４　養成スケジュール ４　養成スケジュール

５　養成計画（略） ５　養成計画（略）

第79回国民スポーツ大
会・第24回全国障害者ス
ポーツ大会　競技役員等
養成基本計画

2016

8年前

2017

7年前

2018

6年前

2019

5年前

2020

4年前

2021

3年前

2022

2年前

2023

1年前

2024

開催年

競技

団体

会場地
市町

県

会場地

市町

県

競技補助員 県内講習会

競技会係員 県内講習会

競技会補助員 県内講習会

その他の
運営員

中央講習会等派遣
県内講習会

競技
団体

運
営

員

要資格

運営員

中央講習会等派遣

県内講習会

競技

団体

競
技

役

員

審判員
中央講習会等派遣

県内講習会

競技

団体

資格取得、資格維持、資質向上

養成、資質向上

養成、資質向上

養成

養成

資格取得、資格維持、資質向上

（障スポ）資格取得、資格維持、資質向上

（障スポ）資格取得、資格維持、資質向上

（障スポ）養成、資質向上

（障スポ）養成、資質向上

（障スポ）養成

（障スポ）養成

年度

開催前年
区分／養成方法／養成団体

別 紙



改正前 改正後

題名（略） 題名（略）

１　趣旨（略） １　趣旨（略）

２　目的（略） ２　目的（略）

３　開催期間および回数
　大会は、会場地市町と関係競技団体が協議の上、各会場地
において令和５年度から国スポ開催時までの間に、原則とし
て1競技につき1回実施することができるものとする。

３　開催期間および回数
　大会は、会場地市町と関係競技団体が協議の上、各会場地
において原則として令和６年度から国スポ開催時までの間
に、原則として1競技につき1回実施することができるものと
する。なお、これらによらない場合は、滋賀県準備（実行）
委員会（以下「県委員会」という。）と別途協議するものと
する。

４　大会の開催（略） ４　大会の開催（略）

５　大会の規模
　大会は、原則として参加者数および競技役員数が国スポの
規模を上回らないものとし、近畿地区大会の活用等に努める
ものとする。なお、これによらない場合は、滋賀県準備（実
行）委員会（以下「県委員会」という。）と別途協議するも
のとする。

５　大会の規模
　大会は、原則として参加者数および競技役員数が国スポの
規模を上回らないものとし、近畿地区大会の活用等に努める
ものとする。なお、これによらない場合は、県委員会と別途
協議するものとする。

６　大会の運営（略） ６　大会の運営（略）

７　大会の経費（略） ７　大会の経費（略）

８　開催の手続き（略） ８　開催の手続き（略）

９　その他（略） ９　その他（略）

題名（略） 題名（略）

前文（略） 前文（略）

１　実施目的（略） １　実施目的（略）

２　実施競技の選択（略） ２　実施競技の選択（略）

３　会場地市町の選定（略） ３　会場地市町の選定（略）

４　実施時期と実施日数
（１）実施時期は令和６年４月１日から閉会までとする。た
だし総合開会式・閉会式当日は除くものとする。

４　実施時期と実施日数
（１）実施時期は令和７年４月１日から閉会までとする。た
だし総合開会式・閉会式当日は除くものとする。

（２）（略） （２）（略）

５　業務分担および経費負担（略） ５　業務分担および経費負担（略）

６　その他（略） ６　その他（略）

第79回国民スポーツ大会
競技別リハーサル大会開
催基準要項

第79回国民スポーツ大会
公開競技実施基本方針



改正前 改正後

題名（略） 題名（略）

前文（略） 前文（略）

１　実施目的（略） １　実施目的（略）

２　実施競技の選択（略） ２　実施競技の選択（略）

３　会場地市町の選定（略） ３　会場地市町の選定（略）

４　実施時期と実施日数 ４　実施時期と実施日数

（１）（略） （１）（略）

（２）実施時期は、令和６年４月１日から国スポ閉会までの
期間とする。ただし、総合開・閉会式当日は除くものとす
る。

（２）実施時期は、原則として令和７年４月１日から国スポ
閉会までの期間とする。ただし、総合開・閉会式当日は除く
ものとする。

（３）（略） （３）（略）

５　業務分担および経費負担（略） ５　業務分担および経費負担（略）

第79回国民スポーツ大会
デモンストレーションス
ポーツ実施基本方針



 

 

 

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

競技役員等養成基本計画（改正案） 

 
第79回国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）および第24回全国障害者スポーツ

大会(以下「障スポ」という。）の競技運営にあたる競技役員等の養成については、「第79

回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会競技役員等編成基本方針」および「第

79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会競技役員等養成基本方針」に基づ

き、「第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会競技役員等養成基本計画」

を作成し、計画的かつ円滑な事業の推進を図る。 

 
１ 養成対象 

  競技役員（審判員・運営員）、競技補助員、競技会係員および競技会補助員を養成の

対象とする。 

 
２ 業務分担 

（１） 競技役員（審判員・運営員）および競技補助員については、競技団体がその養成

を行う。 
（２） 国スポの競技会係員および競技会補助員については会場地市町が、障スポの競技

会係員および競技会補助員については県が、関係団体と十分協議し、その養成を行

う。 
（３） 県は、競技団体および会場地市町と連携を図り、競技役員等の養成計画の推進に

努める。 
 
３ 養成方法 

（１） 競技役員（審判員・運営員）の養成方法については、次のとおりとする。 
①県内講師による県内講習会 
②中央およびブロックの競技団体講師による県内講習会 
③中央およびブロックの競技団体主催の講習会への派遣 
④中央およびブロックの競技団体主催の大会への派遣 

（２） 競技補助員、競技会係員および競技会補助員の養成方法については、次のとおり

とする。 
①県内講師による県内講習会 
②中央およびブロックの競技団体講師による県内講習会 

 

平成 27 年(2015 年)８月 31 日 

第 ３ 回 常 任 委 員 会 決 定 

令和元年(2019 年)５月 17 日 

第 ７ 回 総 会 一 部 改 正 



 

４ 養成スケジュール 

 

 

５ 養成計画 

  審判員および資格が必要な運営員の具体的な養成計画は、各競技団体が別途作成する

こととし、事業の進捗状況をふまえて毎年見直しを行う。 
 



 
 

第７９回国民スポーツ大会 公開競技実施基本方針（改正案） 
 

第79回国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）において実施する公開競技は、

公益財団法人日本スポーツ協会の定める「国民体育大会開催基準要項、同細則」およ

び「国民体育大会公開競技実施基準」ならびに「第79回国民スポーツ大会・第24回全

国障害者スポーツ大会開催基本方針」に基づき、次の方針により実施する。 

 

１ 実施目的 

（１） 大会を契機として、競技を普及するとともにスポーツを推進し、生涯スポー

ツ社会の実現につなげる。 

（２） 県民一人ひとりが多くのスポーツに触れる機会を増やすことにより、健康づ

くりへの関心を高め、「滋賀をスポーツで元気にする大会」の実現を目指す。 

 

２ 実施競技の選択 

実施競技は、次の事項について総合的に検討し、綱引、ゲートボール、武術太極

拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、バウンドテニス、エアロビックの

７競技から選択する。 

（１） 競技を実施することにより、大会終了後においても、県内での当該競技の普

及・推進が図られること。 

（２） 当該県競技団体の組織が整備されており、競技運営能力があること。 

（３） 当該中央・県競技団体の開催意欲とともに、市町の開催希望があること。 

 

３ 会場地市町の選定 

会場地は、「第79回国民スポーツ大会会場地市町選定基本方針」に基づき、次の

事項について総合的に検討し、選定する。 

（１） 正式競技と特別競技を開催しない市町を優先とし、市町と競技団体の意向が

合致すること。 

（２） 実施する公開競技の普及・推進が図られる市町であること。 

（３） 実施する公開競技の開催に必要な競技施設を有する市町であること。 

 

４ 実施時期と実施日数 

（１） 実施時期は令和７年４月１日から閉会までとする。ただし、大会総合開会式・

閉会式当日は除くものとする。 

（２） 実施日数は、４日間を上限とする。 

 

５ 業務分担および経費負担 

（１） 競技会の準備および開催運営に係る業務（関連業務全般含む。）は、当該中

央競技団体が主導で行うものとし、その経費については、当該中央競技団体の

負担とする。 

（２） 参加料、参加者旅費、当該競技会に関する経費については、原則として競技

会参加者の自己負担とする。 

 

６ その他 

競技会の実施方法およびその他の必要な事項は別に定める。 

平成 29 年(2017 年)７月 31 日 

第 ５ 回 常 任 委 員 会 決 定 

令和元年(2019 年)５月 17 日 

第 ７ 回 総 会 一 部 改 正 



 
 

第 79 回国民スポーツ大会 
デモンストレーションスポーツ実施基本方針（改正案） 

 

 第 79 回国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）において実施するデモンスト

レーションスポーツ（以下「デモスポ」という。）は、公益財団法人日本スポーツ協

会の定める「国民体育大会開催基準要項」、「同細則」および「国民体育大会デモンス

トレーションスポーツ実施基準」ならびに「第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国

障害者スポーツ大会開催基本方針」に基づき、次の方針により実施する。 

 

１ 実施目的 

（１） 誰もが参加できるデモスポを各地で積極的に実施し、県民の国スポへの参加

機会をより多く設けることで、県民が楽しめる国スポを目指す。 

（２） 「する」「みる」「支える」といった様々な関わり方で、デモスポに参加する

県民が、スポーツや健康づくりへの関心を高め、行動につなげる契機とする。 

（３） 年齢、性別、地域、障害のあるなしを問わず、交流の輪を広げるとともに、

人と人との絆を育み共に支え合う活力ある地域づくりを目指す。 

 

２ 実施競技の選択 

  実施競技は、次の事項について総合的に検討し、選択する。 

（１） 正式競技、特別競技および公開競技以外の競技で、公益財団法人滋賀県スポ

ーツ協会（以下「県スポ協」という。）の加盟団体が実施している、または県

スポ協の推薦が得られる競技・レクリエーションであること。 

（２） 広く県民に普及していること、今後普及する見込みがあること、または、地

域特有のものとして取り組まれていること。 

（３） 主管する競技団体等に大会運営能力があること。 

（４） 既存施設での開催が可能であること。 

（５） 市町および競技団体の開催希望があること。 

 

３ 会場地市町の選定 

  会場地は、「第 79回国民スポーツ大会会場地市町選定基本方針」に基づき、次

の事項について総合的に検討し、選定する。 

（１） 実施するデモスポを普及・推進する市町であること。 

（２） 実施するデモスポの開催に必要な競技施設を有する市町であること。 

 

４ 実施方法および実施期間 

（１） 実施方法およびその他の必要な事項は別に定める。 

（２） 実施時期は、原則として令和７年４月１日から国スポ閉会までの期間とす

る。ただし、総合開・閉会式当日は除くものとする。 

（３） 実施日数は原則として１日とする。 

 

５ 業務分担および経費負担 

業務分担および経費負担は「第 79 回国民スポーツ大会県および会場地市町の業

務分担・経費負担基本方針」および「同細目」の定めるところによる。 

令和元年(2019 年)５月 17 日 

第 ７ 回 常 任 委 員 会 決 定 

令和元年(2019 年)５月 17 日 

第７回総  



 
 
 
 
 

説明事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

説明事項（１）：競技運営準備マニュアル（第１版）

については、別途配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国スポ開催準備委員会 競技団体・市町

平成28年度
（開催９年前）

平成29年度
（開催８年前）

平成30年度
（開催７年前）

令和元年度
（開催６年前）

令和２年度
（開催５年前）

令和３年度
（開催４年前）

令和４年度
（開催３年前）

令和５年度
（開催２年前）

令和６年度
（開催１年前）

令和7年度
開催年

競技運営専門委員会の主な審議事項のスケジュール

平成26年度
（開催11年前）

平成27年度
（開催10年前）

競技役員等に関する基礎調査（3～4月）

調査結果の集約ヒアリング

各競技団体競技役員養成計画策定

競技役員等
の養成

開催種目決定（見込）

競技団体担当者連絡会（３月）

競技団体担当者連絡会（4月）

リハーサル大会

基礎調査についての説明

競技役員等の養成についての説明

国民スポーツ大会 全国障害者スポーツ大会

公開競技実施基本方針

競技運営基本方針

デモンストレーションスポーツ実施基本方針

リハーサル大会開催基準要項記録業務基本方針

競技用具整備基本方針

競技用具整備要項

記録業務基本計画

第1回競技運営専門委員会（2月）

・競技役員等編成基本方針
・競技役員等養成基本方針
・競技役員等養成基本計画

競技用具
の整備

公開競技
の選定

ﾃﾞﾓｽﾎﾟ競技
の選定

第2回競技運営専門委員会（2月）

年次養成計画の
第1期見直し

・審判員・要資格運営員養成計画

第3回競技運営専門委員会（6月）

第４回競技運営専門委員会（4月）

第5回競技運営専門委員会（ 9月）

第6回競技運営専門委員会（ 2月）

競技役員等編成基本方針の改正 競技役員等養成基本方針の改正

競技役員等養成基本計画の改正

第8回競技運営専門委員会（ 2月）

第7回競技運営専門委員会：書面報告（ 5月）

第9回競技運営専門委員会（ 5月）※書面開催 コロナ感
染防止のため

第10回競技運営専門委員会（ 12月）

県記録本部設置場所案

リハーサル大会認定

リハーサル大会運営要領

リハーサル大会候補競技会案

練習会場最終案

県記録本部設置要綱案

リハーサル
大会の検討

競技別会期決定までのスケジュール

競技役員等
の編成

練習会場
の選定

競技別会期最終案

第11回競技運営専門委員会（ 5月～6月頃）

第12回競技運営専門委員会（ 冬頃）

大会実施要項総則案

自衛隊協力要請基本方針案

説明事項（２）

令和4年度以降については、年2回程度の開催予定



 
 
 
 
 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

三重とこわか国体競技会における 

新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本ガイドラインは、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県指

針」、「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」（公益財

団法人日本スポーツ協会・公益財団法人日本障害者スポーツ協会）、各中央競

技団体等が定めるガイドライン、各業界団体が定めるガイドライン等を参考

に、三重とこわか国体の競技会開催に向け、新型コロナウイルス感染症の感染

リスクを抑え、安全・安心な競技会運営とすることを目的に作成しました。 

 

※ 本ガイドラインでは、競技会における各主体の役割分担や競技会の参加者が

遵守すべき事項を定めるとともに、市町実行委員会及び競技団体において、実

施することが望ましい標準的な対策をとりまとめており、対策を検討するにあ

たっての「判断の基準」として活用していただくことを想定しています。 

 

※ なお、本ガイドラインは、新型コロナウイルスの感染拡大等の状況に応じて、

随時、必要な改訂を行っていきます。 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 

【第１版】 令和２年 11 月 19 日 

その他（１） 



 

１ 目的 

本ガイドラインは、三重とこわか国体の競技会開催にあたって新型コロナウイル

スの感染防止のため、競技会における、各主体の役割分担や参加者が遵守すべき事

項を定めるとともに、市町実行委員会及び競技団体において実施することが望まし

い標準的な対策をとりまとめたものである。 

なお、競技固有の特性により必要となる対策は、各中央競技団体等が定めるガイ

ドラインに従い実施するものとする。 

 

２ 対象競技 

本ガイドラインは、正式競技、特別競技、公開競技、デモンストレーションスポ

ーツを対象とする。 

 

３ 役割分担 

（１）県実行委員会 

①本ガイドラインを作成し、関係者へガイドラインの周知を行う。 

②競技開始日以前、競技会実施日、競技終了日以降の各時点における、陽性者（疑

いを含む）の対応については、別途、基準を定める。 

（２）市町実行委員会 

①参加者（競技会役員、競技会係員、競技会補助員、ボランティア、観客、報道

員、視察員、会場設営・売店事業者等）の体調把握を行う。 

②本ガイドライン等に基づき、各競技会場における具体的な感染防止対策を競技

団体と検討し、実施する。 

③競技開始日以前、競技会実施日、競技終了日以降の各時点における、陽性者（疑

いを含む）の対応については、別途、県実行委員会が定める基準に沿って対応

する。 

④参加者全員分の体調管理チェックシートを保管し、保管期間終了後は廃棄する。 

（３）競技団体 

①参加者（競技役員、競技補助員）の体調把握を行う。 

②各中央競技団体等が定めるガイドラインに基づき、適切な感染防止対策を講じ

た競技運営を実施する。 

③競技開始日以前、競技会実施日、競技終了日以降の各時点における、陽性者（疑

いを含む）の対応については、別途、県実行委員会が定める基準に沿って対応

する。 

④体調管理チェックシート（選手団分）のとりまとめについて、市町実行委員会

と協力して実施すること。 

（４）選手団 

①参加者（選手・監督（チームスタッフを含む））の体調把握を行う。 

②競技開始日以前、競技会実施日、競技終了日以降の各時点における、陽性者（疑



 

いを含む）の対応については、別途、県実行委員会が定める基準に沿って対応

する。 

（５）その他（共通事項） 

①参加者は、厚生労働省の接触確認アプリ「COCOA」及び三重県の「安心みえる LINE」

を活用することが望ましい。 

②県実行委員会、市町実行委員会、競技団体は競技補助員・競技会補助員として

参加する生徒の安全・安心の確保及び負担軽減のため、役割分担の見直し等を

行い、必要人数の削減に努めること。 

 

４ 参加者において遵守すべき事項 

（１）選手・監督（チームスタッフを含む） 

①体調管理チェックシートにより、競技会実施２週間前からの健康状態を確認す

ること。 

②期間中は毎日検温を実施し、選手団の代表者は、全員分の体調管理チェックシ

ートの記載を確認したうえで、市町実行委員会へ提出すること。 

③競技中以外は、原則としてマスクを着用すること。 

（２）競技役員・競技補助員 

①体調管理チェックシートにより、競技会実施２週間前からの健康状態を確認す

ること。 

②期間中は毎日検温を実施し、競技団体は、全員分の体調管理チェックシートの

記載を確認したうえで、市町実行委員会へ提出すること。 

③会場内では、原則としてマスクを着用すること。 

（３）競技会役員、競技会係員（市町職員）、競技会補助員、ボランティア 

①体調管理チェックシートにより、競技会実施２週間からの健康状態を確認する

こと。 

②期間中は毎日検温を実施し、体調管理チェックシートを市町実行委員会へ提出

すること。 

③会場内では、原則としてマスクを着用すること。 

（４）報道員   

①体調管理チェックシートにより、競技会実施２週間前からの健康状態を確認し、

市町実行委員会へ提出すること。 

②入場時には、非接触型体温計・サーモグラフィー等による検温を受けること 

③会場内では、原則としてマスクを着用すること。 

④取材は事前申請とし、取材日ごとに受付を行うとともに、報道員ＩＤと報道員

ビブス及び自社腕章を着用すること。 

⑤取材人数は、出来る限り少なくすること。 

⑥囲み取材・インタビューは、競技者同意のもと、ソーシャルディスタンス（競

技者と取材者および取材者同士の距離）を確保し実施すること。 



 

（５）視察員 

①体調管理チェックシートにより、競技会実施２週間前からの健康状態を確認し、

市町実行委員会へ提出すること。 

②入場時には、非接触型体温計・サーモグラフィー等による検温を受けること。 

③会場内では、原則としてマスクを着用すること。 

（６）会場設営・売店事業者等 

①体調管理チェックシートにより、競技会実施２週間前からの健康状態を確認す

ること。 

②来場前に検温を実施し、代表者は全員分の体調管理チェックシートの記載を確

認したうえで市町実行委員会へ提出すること。 

③会場内では、原則としてマスクを着用すること。 

（７）観客 

①氏名及び連絡先の提出等、市町実行委員会の要請に協力すること。 

②入場時には、非接触型体温計・サーモグラフィー等による検温を受けること。 

③会場内では、原則としてマスクを着用すること。 

④飛沫感染や接触感染防止のため、以下による応援は控えること。 

（ア）大声で歌を歌う、大声を出しての応援、指笛 

（イ）メガホン、トランペットなど道具・楽器の使用 

（ウ）タオル、フラッグ等を振り回す 

（エ）ハイタッチ、肩組み 

 

５ 会場内において実施すべき事項（市町実行委員会及び競技団体において実施） 

（１）競技エリア 

競技固有の特性により必要となる対策は、各中央競技団体等が定めるガイドラ

インに従い実施すること。 

（２）受付等 

①受付には、手指消毒用アルコールを設置すること。 

②人と人が対面する場所は、アクリル板、透明ビニールカーテン等で遮蔽する、

またはフェイスシールド等を準備し、対応すること。 

③参加者が距離をおいて（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）並べるように目印の設置

等を行うこと。 

（３）手洗い場所・トイレ 

①手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること。 

②手洗い後に手を拭くためのマイタオルの持参を求めること（手指を乾燥させる

設備は使用しないこと）。 

③トイレ内の複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、水洗トイレの

レバー等）については、こまめに消毒すること。 

④手洗いが難しい場合は、手指消毒用アルコールを用意すること。 



 

（４）控室・更衣室等の諸室 

①広さにはゆとりを持たせ、密になることを避けること。 

②ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する参加者の数を制限する

等の措置を講じること。 

③室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロ

ッカーの取手、テーブル、椅子等）については、こまめに消毒すること。 

④換気扇を回す、窓を開ける等、換気に配慮すること。 

（５）観客席 

①屋内競技では収容定員の 50％以内とする。 

②屋外競技で、収容定員のある会場は、収容定員の 50％以内とする。 

③収容定員のない会場は、人と人との距離を十分に確保する（１ｍ以上）。 

④仮設スタンド等、収容可能人数の算出が可能な観客席を設置する場合は、収容

可能人数の 50％以内とする。 

（６）取材エリア 

①会場（取材エリア／ミックスゾーン／撮影エリア／プレスルームなど）の規模

により人数を設定し制限すること。 

②ミックスゾーンは原則、設置しないこととし、設置する場合は柵などでソーシ

ャルディスタンスを確保し、３密を防ぐこと。 

③撮影エリアはソーシャルディスタンスで区切ること。または設定できる撮影エ

リア内でのソーシャルディスタンスをカメラマン同士で調整するよう呼びかけ

ること。 

④マイク、スピーカーの利用や、オンラインの活用など競技者とメディアの位置

を分ける方法も検討すること。 

（７）おもてなし、売店、休憩所等 

①出店（出展）場所には、透明ビニールカーテンやアクリル板等を設置すること。 

②出店（出展）者は、マスク・手袋等を着用し、金銭のやり取りはトレーを介し

て行うこと。 

③参加者が距離をおいて（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）並べるように目印の設置

等を行うこと。 

④休憩所を設置する場合は、密を避けることができるよう座席数に留意し、対面

での飲食は避けること。設置する備品（テーブル・いす等）は定期的に消毒す

ること。 

⑤これら①～④の感染防止対策を講じることができない場合は、設置を中止する

こと。 

 

 

 

 



 

６ 宿泊、輸送  

（１）宿泊 

 （県実行委員会及び市町実行委員会（合同配宿業務）において実施） 

①配宿予定宿泊施設に対し、宿泊施設説明会等の機会を通じ、最新の「宿泊施設 

における新型コロナウイルス対応ガイドライン（全国旅館ホテル生活衛生同業

組合連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟）」の遵守を依頼する。 

②宿泊者に対し、下記「宿泊にあたっての留意事項」について宿泊申込のＷｅｂ

システム等により協力依頼を行う。 

（市町実行委員会において実施） 

①宿泊者に対し、下記「宿泊にあたっての留意事項」について各種案内等により

協力依頼を行う。 

「宿泊にあたっての留意事項」 

 ア 基本的な留意事項   

（ア）宿泊者同士の接触をできるだけ避け、対人距離（できるだけ２ｍを目 

安に最低１ｍ）を確保する 

（イ）マスクを着用する 

（ウ）定期的に手洗い・手指消毒を行う 

イ 各エリアや場面における留意事項  

（ア）入館時には、手指消毒を行う 

（イ）チェックイン時は、できる限り代表者がまとめてチェックインを行い、

宿泊者は一つの場所に固まらず、分散して待機する 

（ウ）エレベーターを利用するときは、過密状態にならないようにして乗車す

る 

（エ）宿泊する部屋では、一定時間ごとに部屋の窓を開けて換気する 

（オ）大浴場等における入浴中は、対人距離を確保するとともに、浴室、浴槽

内における会話は控える 

（カ）大浴場の休憩室では、対面で会話をしないようにする 

（キ）化粧品・ブラシ等は持参する 

（ク）食事会場では、入場時の手洗い又は手指消毒を行うとともに、食事開始

までマスクを着用する 

（ケ）自席での食事中以外（テーブル間の通行や移動等）においてマスクを着

用する 

（コ）トイレの蓋を閉めて汚物を流すようにする 

（２）輸送 

＜公共交通機関等における感染予防＞ 

①参加者が公共交通機関等を利用して移動する際は、マスクの着用及び会話の手

控え、石けんによる手洗い、手指消毒用アルコールによる消毒などの基本的な

感染予防を徹底すること。 



 

＜計画バス・シャトルバスにおける感染予防＞ 

（県実行委員会において実施） 

①バス事業者に対し、最新の「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガ

イドライン」（日本バス協会）及び「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応

ガイドライン」（貸切バス旅行連絡会）に沿った感染予防対策（バス車内におけ

る手指消毒剤の装備、運行中の車内換気、仕業終了後の車内消毒等）の確実な

実践の遵守を依頼すること。 

（市町実行委員会において実施） 

①バス事業者に対し、最新の「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガ

イドライン」（日本バス協会）及び「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応

ガイドライン」（貸切バス旅行連絡会）に沿った感染予防対策の確実な実践の遵

守を確認すること。 

②輸送業務に従事する市町職員等は、マスクを着用し、乗車時には手指消毒を行

うこと。また、バス利用者と接点のある者については、必要に応じて手袋を着

用すること。 

③バスの待合所を設置する場合は、手指消毒用アルコールを設置し、バス利用者

ができうる限りのソーシャルディスタンスをとるよう協力を求めること。 

④乗車時、降車時にバス車内の通路に滞留ができないように、留意すること。 

⑤バスの待合所やバス車内において、バス利用者に対し、以下のことについて、

看板の掲示やアナウンス等により協力依頼を行い、感染予防対策を徹底するこ

と。なお、バス車内におけるアナウンスについては、音声や映像の放送、可能

な限り前方を向いて行う等、工夫に努めること。 

（ア）マスクを着用する 

（イ）会話の手控え、特に大声による会話は原則禁止する 

（ウ）乗車時及び再乗車時に手指を消毒する 

（エ）車内における飲食をできる限り避ける 

（オ）ゴミは原則持ち帰る 

（カ）降車時、通路に立ち列ができないよう順次に離席する 

⑥計画バスについては、できる限り同じ利用者が同じ席に乗車するよう誘導する

こと。 

 

７ 監督会議、開始式、表彰式（市町実行委員会及び競技団体において実施） 

（１）監督会議 

①監督会議は、感染防止の観点から、市町実行委員会及び競技団体で協議し、事

前に必要な連絡事項をメール、書面等で周知する等の工夫を検討し、実施しな

いことが望ましい。実施する場合は、参加人数の制限による間隔の確保など感

染防止対策を講じること。 

 



 

（２）開始式、表彰式 

①各競技の開始式は、感染防止の観点から、実施しないことが望ましい。実施す

る場合は、参加人数の制限による間隔の確保やプログラムの見直しによる時間

短縮など感染防止対策を講じること。 

②表彰式を実施する場合は、参加人数の制限による間隔の確保やプログラムの見

直しによる時間短縮など感染防止対策を講じること。 

 

８ その他 

本ガイドラインは、新型コロナウイルスの感染拡大等の状況に応じて、随時改訂

を行う。 

 

 

 



令和２年10月19日
（三重県作成）

式典担当者Web会議

Administrator
その他（２）



新型コロナウイルス対策を踏まえた開・閉会式の見直しについて

三重県においては新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、過去２年かけて策定した「式典基本計画」「式典実施計画」をゼロベースで見直し、新たな開・閉会式の演出プランを検
討しているところです。見直すに至った経緯や現状について情報共有いたします。

式典見直しに係る経緯

専門家 日本スポーツ協会

〇選手をいかに感染から守るか。万が一感染が発生

してもどうすれば各競技会を継続できるか

〇アフターコロナの視点でシンプルな式典を検討すべき

〇クラスターが発生した場合、濃厚接触者をどの範

囲で特定するのか。選手団と他参加者の接触を減

らす工夫を講じること

〇コロナ対策に対する社会・世論の受け止め方（ど

こまで対策を講じたのか）の視点が重要

〇東京オリパラの動向を注視すること

〇基本はガイドラインに則した対応

〇３密を避けるのであれば、広い競技場で少人

（観客1000人、選手団500人）の式典も検討

〇式典演技なしもあり得る

〇三重県における対応については、あくまでも

「コロナ禍」における国体としての対応

〇新型コロナが収束すれば、コロナ禍前の内容に

戻ることが前提

見直しに係る基本的な考え方

専門家や関係機関との協議を踏まえ、
両大会全般にわたる見直しを決断

①競技会への影響排除

②徹底的な感染防止対策

③参加者削減による感染リスクの低減

選手を式典会場から物理的に分離。開・閉会式会場で競技会を行わない。

式典演者の３密回避、飛沫防止対策。全ての客席でソーシャル・ディスタンスの確保

来場する全ての参加者（選手、演技者、招待者、観覧者）を大幅に削減

式典会場の見直し

競技会（陸上競技）へ影響させないこと、また、式典規模の縮小により会場を変更

【変更前】

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢陸上競技場（伊勢市）

【変更後】

三重県総合文化センター（津市）

【会場変更による副次的効果】
〇荒天時対応が不要
〇式典時間の短縮により選手の負担を軽減
〇駐車場の追加対応や仮設物の大幅減によっ
て経費を大幅に削減

〇警備員や実施本部員の従事人数が減少

1

スポーツイベントの再開に向けた感染症拡大予防ガイドライン
音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

都道府県応援団、選手団、招待者、一般観客 50％
式典時間短縮（入場行進方法変更、挨拶簡素化 等）

関係機関による協議
（右記参照）



新型コロナウイルス対策を踏まえた開・閉会式の見直しについて

新しいかたちでの開・閉会式規模（国体開会式）

式典時間 選手参加者数式典関係者数観覧者数

約 1.5時間 約 300人 約 250人 約 250人

■先催県平均

■三重県総合文化センター

約 4,100人約 4.5時間 約 4,900人約 12,000人

２



新たな開・閉会式のスタイル

様々なメディアを活用し、式典映像等を配信

式典メイン会場
（県総合文化センター 大ホール）

招待者、式典演者（一部）

メインスクリーン

式典サテライト会場
（県内 別会場）

式典演者式典演者

式典サテライト会場
（県総合文化センター 別会場）

式典サテライト会場
（県総合文化センター 別会場）

選手団

スクリーン
鑑賞

別会場から
参加

中継

県民

各種プログラムを通して、県民
による活動や応援の気持ちを映
像等で紹介

映像素材

従前の例にとらわれない
大胆な発想の転換

（三重県モデルの開・閉会式）

①選手と式典の分離
②デジタル技術を活用し感動を創出 「オンライン式典」の実施

３



開・閉会式会場イメージ

スポーツの祭典である両大会の式典を文化施設で開催するにあたり、様々な技術と演出

を駆使し、会場を「バーチャル陸上競技場」とした式典を実施

※式典イメージについては、会場の物理的、技術的制約により変更となる可能性があります

４



デジタル技術を用いた演出イメージ①（選手団紹介）

オンライン参加となる選手団を、デジタル技術を駆使しバーチャル
のスタンド席に着席

※式典イメージについては、会場の物理的、技術的制約により変更となる可能性があります

５



オンラインによる演技パフォーマンスと映像技術を掛け合わせた感動の演出

デジタル技術を用いた演出イメージ②（式典演技）

※式典イメージについては、会場の物理的、技術的制約により変更となる可能性があります

６


